
（参考） 

鉄道事業法関係条文 

 

 

（報告の徴収）  

第五十五条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令

で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者（第二十五条第一項（第三十八

条において準用する場合を含む。）の規定による許可を受けた受託者（次項及び次

条において「許可受託者」という。）を含む。）に対し、その業務又は経理の状況

に関し報告をさせることができる。  

２・３ （略） 

  

（立入検査）  

第五十六条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、

鉄道事業者又は索道事業者（許可受託者を含む。）の事務所その他の事業場に立ち

入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他

の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。  

２～５ （略） 

 

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。  

一～十四 （略） 

十五 第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

十六 第五十六条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

十七 （略） 

 

 

 

 

 


